
No 項目 右記の流れ ①柏市へ提出
②柏市福祉有償運営
協議会での協議

③千葉運輸支局
へ提出

1 新規登録 ①→②→③ 必要 必要 必要

2 有効期間の更新登録 ①→②→③ 必要
必要

（書面開催可）
必要

3 変更登録 ①→②→③ 必要
必要

（書面開催可）
必要

4 軽微な事項の変更 ③→①
必要

（事後報告）
協議不要 必要

5 対価の変更 ①→② 必要
必要

（書面開催可）
提出不要

6 廃止 ③→①
必要

（事後報告）
協議不要 必要

◆ 柏市福祉有償運送の手引きをご一読ください。

◆ 項目に応じて，次ページ以降の内容をご確認ください。

◆ 書面開催が可能な事項は，「柏市福祉有償運送運営協議会要領」に記載しています。

【参考】　関係法令・通達

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）

道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号。以下「規則」という。）

「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」（令和２年１１月２７日付け国自旅第３１７号。以下「通達」という。）

　柏市福祉有償運送事業者　提出書類一覧　目次



1 新規登録　の提出書類一覧

No 名称 様式 柏市提出

1 申請書「自家用有償旅客運送の登録の申請」 国様式第２－１号 写し □

2 定款（財団法人にあっては寄附行為） ー 写し □

3 登記事項証明書 ー 写し □

4 役員名簿（登記事項証明書により確認できる場合は不要） ー 写し □

5 宣誓書 国様式第３号 写し □

6 地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類 国様式第２－５号 柏市から交付

7 使用する車両の一覧 参考様式第イ号 写し □

次のいずれか □

□（自動車検査証の使用者が申請者となる場合）
　　自動車検査証

ー 写し

□（自動車検査証の使用者が申請者とならない場合）
　　契約書又は使用承諾書

ー 写し

9 運転者の一覧 参考様式第ロ号 写し □

10 運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿 国様式第４号 写し □

11 運転免許証 ー 写し □

12
（第二種運転免許を受けていない場合）
国土交通省が認定する福祉有償運送運転者講習の修了証

ー 写し
□
□
該当
非該当

13
（福祉自動車以外の自動車を使用する場合）
介護福祉士の登録証又は国土交通省が認定するセダン等運転者講習の修了証

ー 写し
□
□
該当
非該当

14 運行管理の責任者　就任承諾書 国様式第６号 写し □

運行管理の体制等を記載した書類 国様式第７号 写し □

次のいずれかを証する書類
□運行管理者資格者，□運行管理者試験受検資格者※基礎講習受講等，
□安全運転管理者要件，□1年以上の実務経験＋一般講習受講

ー 写し □

次のいずれかの損害賠償措置を講じていることを証する書類 □

□契約書の写し，見積書等 ー 写し

□（契約書の写し，見積書等がない場合）宣誓書 国様式第８号 写し

17 運送をしようとする旅客の名簿 参考様式第ハ号①② 写し □

18 柏市福祉有償運送運営協議会依頼書 様式問わず 原本 □

19 利用料金表 様式問わず 原本 □

20 運行マニュアル 様式問わず 原本 □

21 移動制約事由チェック票 柏市様式 原本 □

22 本提出書類一覧（チェック欄に記入済のもの） ー ー □

※1 「自動車の使用権原を証する書類」とは，上記「No7とNo8」のことを指します。
※2 「運転者が必要な要件を備えていることを証する書類」とは，上記「No９～１２」のことを指します。

■　柏市福祉有償運送の手引きをご一読ください。

事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合

上記No10～１２　は宣誓書で代用可能 様式第５号 写し □

上記No16　は宣誓書で代用可能 様式第９号 写し □

16

8

15

チェック欄



2 有効期間の更新登録　の提出書類一覧

前回提出したものと内容に変更がない場合は，
「チェック欄」の「省略」にチェックを入れて，添付を省略することができます。

No 名称 様式 柏市提出

1 申請書「自家用有償旅客運送の更新登録の申請」 国様式第２－２号 写し □

「新規登録の提出書類リスト」の「No2～No21」の添付書類。
ただし，「No2～No4，No8，No９～17，No19～21」については内容に，変更
がない場合（※）は省略可能。
※当該更新の前後において運転免許証，自動車検査証及び自動車保険（共済）の
有効期間のみが変更される場合も，変更がない場合に含む。

新規登録の提出書類
リスト参照

ー ー

2 定款（財団法人にあっては寄附行為） ー 写し
□
□
提出
省略

3 登記事項証明書 ー 写し
□
□
提出
省略

4 役員名簿（登記事項証明書により確認できる場合は不要） ー 写し
□
□
提出
省略

5 宣誓書 国様式第３号 写し □

6 地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類 国様式第２－５号 柏市から交付

7 使用する車両の一覧 参考様式第イ号 写し □

次のいずれか
□
□
提出
省略

□（自動車検査証の使用者が申請者となる場合）
　　自動車検査証

ー 写し

□（自動車検査証の使用者が申請者とならない場合）
　　契約書又は使用承諾書

ー 写し

9 運転者の一覧 参考様式第ロ号 写し
□
□
提出
省略

10 運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿 国様式第４号 写し
□
□
提出
省略

11 運転免許証 ー 写し
□
□
提出
省略

12
（第二種運転免許を受けていない場合）
国土交通省が認定する福祉有償運送運転者講習の修了証

ー 写し
□
□
□

提出
省略
非該当

13
（福祉自動車以外の自動車を使用する場合）
介護福祉士の登録証又は国土交通省が認定するセダン等運転者講習の修了証

ー 写し
□
□
□

提出
省略
非該当

14 運行管理の責任者　就任承諾書 国様式第６号 写し
□
□
提出
省略

運行管理の体制等を記載した書類 国様式第７号 写し
□
□
提出
省略

次のいずれかを証する書類
□運行管理者資格者，□運行管理者試験受検資格者※基礎講習受講等，
□安全運転管理者要件，□1年以上の実務経験＋一般講習受講

ー 写し
□
□

提出
省略

次のいずれかの損害賠償措置を講じていることを証する書類 □ 提出

□契約書の写し，見積書等 ー 写し □ 省略

□（契約書の写し，見積書等がない場合）宣誓書 国様式第８号 写し

17 運送をしようとする旅客の名簿 参考様式第ハ号①② 写し
□
□
提出
省略

18 柏市福祉有償運送運営協議会依頼書 様式問わず 原本 □

19 利用料金表 様式問わず 原本
□
□
提出
省略

20 運行マニュアル 様式問わず 原本
□
□
提出
省略

21 移動制約事由チェック票 柏市様式 原本
□
□
提出
省略

22 本提出書類一覧（チェック欄に記入済のもの） ー ー □

■　柏市福祉有償運送の手引きをご一読ください。

チェック欄

8

15

16



3 変更登録　の提出書類一覧

No 名称 様式 柏市提出

1 申請書「自家用有償旅客運送の変更登録の申請」 国様式第２－３号 写し □

2 地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類 国様式第２－５号 柏市から交付

3 登録証 国様式第１０号 写し □

4 柏市福祉有償運送運営協議会依頼書 様式問わず 原本 □

5 以下「Ａ～D」の事項ごとの書類 ー 写し □

6
柏市で新規扱いになる場合は，「新規登録の提出書類リスト」の「No19～No21」
の添付書類。

新規登録の提出書類
リスト参照

ー □

7 本提出書類一覧（チェック欄に記入済のもの） ー ー □

Ａ

1 使用する車両の一覧 参考様式第イ号 写し □

次のいずれか □

□（自動車検査証の使用者が申請者となる場合）
　　自動車検査証

ー 写し

□（自動車検査証の使用者が申請者とならない場合）
　　契約書又は使用承諾書

ー 写し

運行管理の体制等を記載した書類 国様式第７号 写し □

次のいずれかを証する書類
□運行管理者資格者，□運行管理者試験受検資格者※基礎講習受講等，
□安全運転管理者要件，□1年以上の実務経験＋一般講習受講

ー 写し □

4 運送をしようとする旅客の名簿 参考様式第ハ号①② 写し □

5 その他の変更に伴い内容が変更されることとなる書類
新規登録の提出書類

リスト参照
写し

□
□
該当
非該当

Ｂ

1 運転者の一覧 参考様式第ロ号 写し □

2 運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿 国様式第４号 写し □

3 運転免許証 ー 写し □

4
（第二種運転免許を受けていない場合）
国土交通省が認定する福祉有償運送運転者講習の修了証

ー 写し
□
□
該当
非該当

5 運送をしようとする旅客の名簿 参考様式第ハ号①② 写し □

6 その他の変更に伴い内容が変更されることとなる書類
新規登録の提出書類

リスト参照
写し

□
□
該当
非該当

C

運行管理の体制等を記載した書類 国様式第７号 写し □

次のいずれかを証する書類
□ 旅客運行管理者の資格を有する者
□ 旅客運行管理者基礎講習修了者

ー 写し □

2 その他の変更に伴い内容が変更されることとなる書類
新規登録の提出書類

リスト参照
写し

□
□
該当
非該当

D

事項ごとの書類はなし

■　柏市福祉有償運送の手引きをご一読ください。

運送しようとする「旅客の範囲」を変更する場合

チェック欄

1

2

3

有償運送の「種別」が変更され新たに福祉有償運送を行うこととなる場合（行わなくなる場合は除く）

「事業者協力型自家用有償旅客運送」を行うかどうかの別の変更

「運送の区域」の拡大又は変更（減少は除く）



4 軽微な事項の変更　の提出書類一覧

事後報告（千葉運輸支局に提出後，市へ提出）

No 名称 様式 柏市提出

1 届出書「自家用有償旅客運送に係る登録事項変更届出書」 国様式第２－４号 写し □

2 登録証 国様式第１０号 写し □

3 以下「Ａ～G」の事項ごとの変更した内容に関する書類
新規登録の提出書類

リスト参照
写し □

4 本提出書類一覧（チェック欄に記入済のもの） ー ー □

軽微な事項とは，次のA～Gに該当する事項

Ａ □

B □

C □

D □

E □

F □

G □

■　柏市福祉有償運送の手引きをご一読ください。

5 対価の変更　の提出書類一覧

市へ提出（千葉運輸支局へ提出不要）

No 名称 様式 柏市提出

1 柏市福祉有償運送運営協議会依頼書 様式問わず 原本 □

2 利用料金表（変更前と変更後の対価がわかるように作成） 様式問わず 原本 □

3 対価変更の理由を記載した書類 様式問わず 原本 □

■　柏市福祉有償運送の手引きをご一読ください。

6 廃止　の提出書類一覧

事後報告（廃止後３０日以内に千葉運輸支局に提出後，市へ提出）

No 名称 様式 柏市提出

1 届出書「自家用有償旅客運送の廃止届」 柏市様式例 写し □

2 登録証 国様式第１０号 不要 □

■　柏市福祉有償運送の手引きをご一読ください。

チェック欄

チェック欄

チェック欄

名称及び住所並びに代表者の氏名

自家用有償運送の種別（交通空白地有償運送又は福祉有償運送のうちいずれかを行わないこととする場合に限
る）

運送の区域（減少する場合に限る）

事務所の名称及び位置

事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数およびその種類ごとの数

運送しようとする旅客の範囲（縮小する場合に限る）

事業者協力型自家用有償旅客運送に係る協力事業者の氏名（名称）及び住所


